
様式第・一号(ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第三十七条関係)

(第1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 q呆管事業者及び所有事業者用)

大「年イ月乙日
殿 〒兜0-08記石川県金沢市此花町4-10

金沢市役所

令和 5年6.-2
ご減第

受付

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。の規定に基づき、令和

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物について
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(日本産業規格 A列4番)



(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

番号

定格
谷里

廃棄物の種類

製造者名

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物
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2 ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前午度の3月肘日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

番号 製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

番号

(第3面)
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(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

備老

定格
i」寸 f亘ヨ
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1.この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2.届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3.「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4.「番号」の桐には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の伊上 28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5.「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の棚には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(伊】:不燃性油)。

フ,「処分予定年月」の桐には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8.「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の
数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入するこ占。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握する

ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。

9.「量」の欄のうち、「総重量」の綱には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の桐には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11.「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているボリ塩化ピフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12.「保管の状況」の棚のうち、「容器の性状」の綱には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

(伊1:「ドラム缶」、「なし」)。

13,「保管の状況」の棚のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14.「保管の状況」の棚のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15.「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
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16.「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17.「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(伊1:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、 rpcB濃度△鴫/kgj、
「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18,「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19.「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20.「処分年月印の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21.「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用22

製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気丁作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ23

フェニル使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ボリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25,「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26.この届出に係るポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大ききの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はモの通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28.都道府県知事が定める部数を提出するこ.と。

(第5面)



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

剛年7ﾊｨﾉﾛ金沢市長 殿

金沢市京町10番30号

住所 京町産業車轆株式会狂届出者

Ⅸゞ代表取婦役久藩維潅
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号'7&‐〃／‐'//／
(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む｡ )ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について
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京町産業車輌株式会社森本工場保管事業場の名称

保管事業場の所在地 石川県金沢市南森本町二37-1

|電話番号’’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 営業部大野雅俊 076－257－2777

保管の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物
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(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 量製品の型式等
濃度
区分

■
４

総重量
（1台当たり
重吊×台数）

参考事項製品の種類番号 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

｜ ｜ ■’

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

量製品の型式等
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

’ 参考事項総重量
( 1台当たり
爪蛾×台数）

製品の種類番号 台数又は
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定格

容量



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
砿賊×台数）

参考事項
蕊製適者名 型式製造年月表零号

台数又は
容器の数

1 ~ この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2~ 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例5 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣ 、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて機わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の梢には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12. 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18~ 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の棚には、実|際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23~ 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25~ 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26~ この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



2023 年 6 月 29 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

濃度
区分

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

協同組合加賀染振興協会　理事長　宮野勇造

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-224-5511

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

石川県金沢市小将町8番8号

処理業者との
調整状況

住　所

氏　名

電話番号



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

29-001 100 KVA 三菱電機 RA-T 1987年 kg 低濃度
油糧77㍑

濃度16mg/kg

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

未定

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

変圧器（トランス）

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

350.01

屋内キュービクル内

量

中川聖士
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

加賀友禅会館

石川県金沢市小将町8番8号

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

076-224-5511

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用） ~

令和4年ざ月/O日
金沢市長 殿

届出者 〒921-8036

住所石川県金沢市弥生町1丁目10-22

~ 氏~名北久子
（法人にあっては、名称及び代表者の氏毛）

電話番号076-277-0104

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ~）ポリ塩化ピフエニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条仮
の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’１
１

’
■
■
１
１
１
１
・
侭
Ｌ
町
ｌ
ｌ
ｌ

Ｉ■■■■■■■■■■■■■

北~久子

金沢市弥生町1丁目10-22

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

|電話番号’電話番号’ 076-277-0104特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

金沢市弥生町1丁目10-22保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

~ ~ ｜ ~ 量 ~ 保管の状況’ 廃棄物の型式等
処分予
定

年月

台数又
は

容器の
数

処理業者との
調整状況

濃度
区分

漏れ等
の

おそれ

分別・
混在の

別

参考事項総重量
（1台当たり

蝕丑×台数）

廃棄物の種類番号 容器の

性状

等
無

い
有

囲
の

定格

容量

表示記号

等
製造者名 型式 製造年月

囲い

無、掲
示有|琴""|"￥ ”“ ’ 。”""塵*上響鐡” “~

'零淵､ | "畔| "" ， "|“"|搬塵|旗し'轡分馴|熊‘ ’

日本コン

デンサエ

業

なし鞍し 分別低濃度1 個1973年 0,7 k9SH(MP) 2151

囲い
無、掲
示有

日本コン
デンサエ

業

E鞭-

2050TP
なし 分別 験し低濃度1 個 0.9 k91972年 3597

22－001

PCB濃度

4.0mg/kg
コンデンサー

(3kg未満）
40 メLF

照ｺﾝﾃﾝｻｰ(3kg未満) 50 #F
コンデンサー

(3kg未満）
50 #F

PCB濃度

2.0mg/k9
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Ｒ
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Ｊ
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(日本工業規格A列4番）
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②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

量廃棄物の型式等
保管開始
理由

保管開始
年月日

濃度
区分

参考事項総重量
（ユ台当たり
重丑×台数）

廃棄物の種類番号 台数又は
容器の数

表示記号
等

定格
容量

製造年月製造者名 型式

h ロ ロ ﾛ ロ Ⅱ Ⅱ

PCB濃度
4.0mg/kg

日本コンデ
ンサエ業

コンデンサー

(3kg未満）
分析結果から判明低濃度1973年 ’ 2151 1 個| 0.7 kgSH(MP) R4.12.940 "F22－001

PCB濃度
2.0mg/k9

日本コンデ
50 "F

ンサエ業
コンデンサー

(3kg未満）
分析結果から判明低濃度1 個EMP-2050TP| 1972年 R4．12.90.9 k9359722-002

PCB濃度
49mg/k9

帝国コンデ
ンサー

コンデンサー

(3kg以上）
分析結果から判明低濃度1969年3月 1 台| 8.5 kg R4.12.9U-3403PFT=30.4×3 "F22-003

PCB濃度
1.0mg/kg

コンデンサー

(3kg以上）
分析結果から判明低濃度20 KVAI 東芝 IBRTR-A6J2RI1986年3月

《
ロ R4.12．913 k986502216 122-004

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

量廃棄物の型式等
移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

保管終了
理由

濃度
区分

保管終了
年月日

参考事項総重量
（1台当たり
亜最×台数）

廃棄物の種類
製耆年|表零号

番号 定格
容量

台数又は
容器の数製造者名｜型式

I D心

ﾛ ロ ロ ■

■ ■ ■

1 1 1

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量

濃度
区分

参考事項総重量
（1台当たり

亜赴×台数）

処分
年月日

処分受託者の
名称

番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分委託
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

定格
容量 型式|製誉年|表奮号

台数又は
容器の数

製造者名

日本。
40 "F|ンデン

サエ業

PCB濃度
4.0mg/k9

蛾
度

コンデンサー

(3kg未満）
群桐エコロ(株） R5.8. 1R5.6．8SH(MP) 1973年 2151 1 個 0．7 ･kg22-001

日本コ
ンデン
サ工業

PCB濃度
2.0mg/kg

低濃
度~

コンデンサー

(3kg未満）

EMP-

2050TP
R5.6.8 1群桐エ.コロ(株） R5．8. 11972年 3597 1 個 0.9 k950 "F22-002

帝国コ
ンデン

サー

む

PCB濃度
49mg/kg

鶴
度

コンデンサー
(3kg以上）

群桐エコロ(株） R5．8．1R5.6.8

PFT-311969*3月|U-3403
《
ロ 8.5 k91O.4×3以F22－003



’ lBRTR-

A6J2R

■

PCB濃度’
1.0mg/kg

濃
度
低コンデンサー

(3kg以上）
群桐エコロ(株） R5．8．1R5.6.8東芝 1 台 13 k91986年3月’8650221620 KVA22-004



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

~

~

｡

■

|電話番号’電話番号
’

ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理
~責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

量廃棄の見込み製品の型式等
濃度
区分製造篝名| 璽式 |製遣隼月|表奮一

参考事項総重量
（1台当たり
並趾×台数）

製品の種類番号 処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

廃棄予定
年月

定格
容量

’
◆ ■

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

量製品の型式等
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項総重量
（1台当たり
亜祉×台数）

番号 製品の種類 台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造年月製造者名 型式
｡ ●

■■■■■■■
~

ﾅ ■ ■ ﾛ

■ ■ ■ 凸■

〆



（第4面）
”

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品
昼
畢製品の型式等

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地~

参考事項総重量
（1台当たり
IK盆×台数）

製品の種類番号 定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等製造者名｜ 型式 ｜製造年月

I 1 』 、 I ロ ． U 、

’
ﾛ

1 1 1 1

〔

1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ピフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

~ ｢所在事業場の所在地｣の欄には､ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。 ~
4． 「番号」の棚には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の例; 28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等｣及び｢製品の型式等」の棚には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量｣ 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び｢表示記号
等」を記入すること。なお､ 、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し､又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とどもに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
・ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明｣~のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ廃棄物以外のポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ廃棄物又は高濃度ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ使用製品以外
のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別･混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ピフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16~ 「処分業者との調整状況」の柵には､高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg｣ 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19．腺管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継｣･のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。~
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである｡、

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とずることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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様式第一号（一） (第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出吉（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年6月16日
金沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市舘町ヌ6番地
氏名クリーンライフ株式会社

代表取締役毎田正男
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-229-2961

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ | 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
台数又は総重量

容器の数&鯨葺
番号 廃棄物の種類

襄篁雌書名型式製織月茄僻
参考事項容器の囲い等 分別。 漏れ等の

性状 の有無混在の別おそれ

’
~
~
~
~’

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量X台数）

番号 廃棄物の種類

襄鬘 ｜製造者名’ 型式 ：製造年月 |茄僻
台数又は

容器の数

参考事項

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｐ

■

▽

■

凸

ｐ

■

凸

ｐ

■
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旧
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Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｂ
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~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり

重量x台数）

参考事項

襄薑i製儲名|型式'製造年月簔示記号等
号

Z

台数又は

容器の数
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
サコ

邸4 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度

区分
総重量
(1台当たり

重量x台数）

番号 廃棄物の種類

襄鬘!製造者名| 型式1製造年月蒜記号等
台数又は

容器の数

参考事項処分：処分後の廃棄物の

年月日；種類及び処分先 ’澤需61処分諒者の 処分
年月日
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■

■
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(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 クリーンライフ株式会社中間処理場

石川県金沢市田上本町テ2番2所在事業場の所在地

J電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
管理部部長瀬田優一 076-229-2961

所在の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

’
■
Ｉ
■
■
Ｂ
Ｐ
Ｐ
Ｂ
■
Ｂ
Ｂ
■
■
■
■
■
。
。
■
Ｕ
ｑ
Ｉ
０
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
１
９
■
■
旧
■
■
Ｄ
ｌ
１
９
Ｈ
ｌ
０
８
■
９
９
■
”
ｑ
■
■
■
■
■
■
■
■
８
■
■
■
■
ｇ
■
１
■
■
Ｉ
■
ｇ
■
日

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

鼠X台数）

番号 製品の種類

襄篶 i製造者名' 型式
参考事項廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数
製造年月銭示記号等

令和5年
7月 ㈱富山環境整備変圧器1-001 200kVA; 東芝 : HCTR-S4il988年： 不明 低濃度’ 665

｜
’

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
( 1台当たり重

mX台数）

番号 製品の種類

襄篶 :製造者名， 型式 |雌年月i翫記鶚
E

E

参考事項台数又は

容器の数

~
~
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~
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~
~
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(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等
三
塁

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

■

■

■

■

■

■

■

■

５

５

■

８

５

■

い

り

■

や

、

■

争

９

８

８

■

４

１

８

２

４

２

８

■

番号 製品の種類 総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項

鑿!製造者名
台数又は

容器の数
型式 製造年月銭示記号等

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12. 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19. 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24~ この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



(第九条、第二二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管股び処分状況等届出善（保管事業者及び所有事業者用）

様式第一号（一）

令和 5年 6月29日

金沢市長 殿

届出者

住所 石川県金沢市直江南2丁目l番地
氏名 県央土木総合事務所

所長中村博昭

（公印省略）
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 076-239-3901

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

大桑高架橋下

石川県金沢市大桑2丁目地内

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

| 電話番号 ’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 庶務課長中出博昭 076-239-3901

’保管事業場内保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

濃度

区分
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(日本工業規格A列4番）
(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

屈x台数）

番号 廃棄物の種類

襄鬘鮎青名 型式 製造年月旅僻
台数又は

容器の数

参考事項

横断歩道橋補修

工事による

神谷内・小坂横断

歩道橋ドラム缶 670kg
1l缶

橋梁塗膜くず3-007 不明 不明 低濃度
~ ~ 一

R4. 10． 11

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く． ）

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
番号 廃棄物の種類 総重量

(1台当たり

璽蝿x台数）

参考事項

襄鬘雌酩型式製造年月赫器等
台数又は

容器の数



（第3面）

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

自ら処分した場合 処分を委託した場合廃棄物の型式等
三
[狸

濃度

区分
参考事項番号 廃棄物の種類

蕊|製造者名~ 型式;製造年月簔示記鶚
処分拠分後の廃棄物の
年月日：種類及び処分先
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年月日
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2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所



（第4面）

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）
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②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了

年月日
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理由

移動先の所在の場所並びに事業者
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(第5面）

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9， 「量」の柵のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10~ 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には､~保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
’6 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20~ 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21 ~ 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ボリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業省が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ボリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

備考



(第6面）

25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて櫛わない。
26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から’0日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日
金沢市長 殿

届出者   
住　所

氏　名 コープ野村武蔵理事長　荒井千恵
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 076-264-8183

の規定に基づき、 令和５年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 電話番号

保管の場所

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 保管の状況

参考事項
製造者名 型式 製造年月

金沢市武蔵町5-5

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

処
分
予
定
年
月

濃度
区分

処理業者との
調整状況定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の
別

漏れ等の
おそれ



（日本産業規格　Ａ列４番）



（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項
製造者名 型式 製造年月

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日



（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 コープ野村武蔵管理組合

所在事業場の所在地

コープ野村武蔵理事長　荒井千恵 電話番号 076-264-8183

所在の場所 電気室内

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

29-1 変圧器（トランス） 50 KVA 三菱電機 RA 1984 絶縁油 業者検討中 1 台 235 kg 低濃度 使用中

29-1 変圧器（トランス） 20 KVA 三菱電機 SF 1983 絶縁油 業者検討中 1 台 107 kg 低濃度 使用中

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

石川県金沢市武蔵町5番5号

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
廃棄予定

年月
処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

2025年

2025年

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

備考 １．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 5年4月 1 日

金沢市長村山卓 殿

届出者 T920 0342

住所余沢市畝田西2丁目88番地
株式会社越本鉄工

氏名代表取締役社長越本稔
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-268-3130

ポリ塩化ビフエニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

ｌ
~

１

１

＃

１

株式会社越本鉄工保管事業場の名称

保管事業場の所在地 金沢市畝田西2丁目88番地

…代表取締役社長越本輪特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076-268-3130

保管の場所 同上

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ ’保管の状況廃棄物の型式等 量

処分予定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況

霞…､、韓聯…"性状の有無混箭の おそれ

参考事項廃棄物の種類番号

定幡 製造者名 型式製造年月表零号容赴

総重珪
（1台当たり
肛盆×台敬）

台数又は
容器の数

3. 1mg/kg

■■

3. 1mg/kg

１
１
１
１

松下 SNF NOO M38､5
変圧器 （
トランス）

lOkVA

’
1



■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
・

一
一
一
一
一
口
’
一
一

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
皿
■
・

■
■
■
■
■
■
■
■

一

一
一
一
一
一

一

■■
■
■
■
■
■
■
・

■
■
■
■
■
■
■
■

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由~’

参考事項廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり
重斌×台数）

台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

参考事項廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり
猷量×台数）蕊製造者名型式製造年月表琴号

台数又は
容器の数

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

該当なし

廃棄物の型式等

定格
容量 ｜“製造者名 製造隼月|襄雪．

｜ I

量

台数又は
容器の数

総重量
（
重
1台当たり
低×台数）

濃度
区分

自ら処分した場合

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

参考事項



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 株式会社越本鉄工

所在事業場の所在地 金沢市畝田西2丁目88番地

｜
｜

’ |電誌番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
代表取締役社長越本稔 076-268-3130

所在の場所 同上

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み製品の型式等 量

濃度
区分

参考事項番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
亜蛍×台数）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

定格
容量 製造者名 型式 製造年月表示記号等

台数又は
容器の数

《
ロ未定 低濃度変圧器（トランス） 20kVA 東芝 SH-20 1987 19mg/k9156kg31-002 1

未定 ’ 今
ロ 低濃度変圧器（トランス） 15kVA 東芝 SH-15 1986 30mg/k931－()03 1 116kg

15kVA 東芝 SH-15 1986
《
ロ 低濃度変圧器（トランス） 26mg/k9116kg31-004 I

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項製品の種類番号 総重量
（1台当たり
唾量×台数）

製造者名 型式 製造年月 表示記号等
台数又は
容器の数

定格
容量

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項製品の種類番号 総重量
（1台当たり
、獄×台数）蕊製造者名 型式製造年月表零号

台数又は
容器の数

該当なし

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5~ 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
9． 「量」の棚のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10~ 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」 とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11~ 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状jの欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15~ 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例； 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記職するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



.

)

様式第一号(ー)

ヨ

石jl.1県知事

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係) ι

(第1面)

ポ_り_.塩化ビフェ.ニ、ル廃棄物,等の保管_及.び.処分状況等届出書__(保管事業者及.ぴ所有事業者用)

、、令和-6-':年.5月.311日

ポリ塩化ビクェ'ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。・)
の規定に基づき、令和.5.年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1.,ポリ塩化ビフェニル廃棄物につぃて

殿

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

金沢市役所

特別管理産業廃棄物管理責任者の職畠及ぴ氏名

ご減第

受付

保管の場所

①前年度の3児31日、に保管Lて.し>たポリ.塩化ど_フェニノレ廃棄物

囲い等
の有無

■■'

番号

:

廃棄物の種類 分別・
混在の

定格
容量

廃棄物の型式等

届出者
住.__.所

氏・,名

電話番号

製造者名 型式

石川県金沢声新神田_1工.目_12番.'

光栄ショッヒ゜ングセンタヤ管理組合理事長柚木良夫
(法人にあっては、名称及び代表者の氏洛)

076・291'499'1

漏れ等
の

コ3それ_

製造年月
表示記号

等

^

処分予
定

年月

量

総重量
【1台当たり

重量X台数)

^

電話番号

^.^」ι^rj

参考事項

才

細本工業規格 A列4番)

濃度
区分 容器の

性状

保管の状況

令稲"'5年、6i"、←

めと
況

者
状

業
整

理
調

又
,
:
、
の

数
は
器
数

台
容

一一

1
 
■
 
1



(第2面)
、

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 '廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場に,おいて保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

該当なし

■ 1

番号

1、

定格
容量

廃棄物の種類

§

製造者名

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

1
^^

^.区^..」」^^^ー^■一

該当なし

゛

E

定格
容量

番方
「'ー

型式

廃棄物の型式等

'

」'、

r

製造者名

廃棄物の種類

J

製造年月

一骸当な'じ'、

型式

表示記号

等

定格
容量

生

「.

廃棄物の型式等

表,示記号
等

製造者宅

台数又は
容器の数

量

総重量
(1台当たη

重量X台数)

」'■「^■」

・総重量
a台当たり

重量X台数)、

製造年
月「

濃度
区分

叫^

表示記号
等・、、

濃度
区分

、

1

保管開始
年月日

保管終了
年月臼

台数又は
容器の数

量

総重量
a台当たり

重量X'台数)

保管終了
理由

保管開始
理由

濃度
区分

自ら処分した場合

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及ぴ所在地

処分
年月日

C

晶
^

参考事項

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

.

処分委託
ご.年月日

処分を委託した場合

参考事項

処分受託者の
名・称

^

^

^●■一^■^

処分
年月'日・

参考事項

,

ー_【、ー.__,

'

ト

ーー

容噐の

式型

一

量

ネ

、
一

1

一

年造
月

製

一
一
.
」
、
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2 ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ.塩イヒビフェ=ル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

光栄シ"ビングセンター管理組合

石川県金沢市新神田1丁目12番

番号

事業場の所在地と・同じ

01-001

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

変圧器(トランス)

番号

定格
容量

理事長柚木良夫

(第3面)

製品の種類

301【VA

製造者瑠

製品の型式等

該当なし

三菱電機

型式

定格
容量

不明

製造年月

製造者名

製品の型式等

・1983年

表示記号
等

型式

SF型

廃棄予定
年月

廃棄の見込み

製造年月

電話番号

未定

表示記号

等

処分業者との
調整状況

076-291-4991

台数又は
容器の数

量

台数又は
容器の数

総重量
(1台当たり

重量X台数)

量

総重量
(1台当たり

重量X台数}

1"'、

所有開始
年月日

濃度
区分

1461四

所有開始
'場所

低濃度

参考事項

所有開始
理由

56叫永g

参考事項



(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号" 一製品の種類、'

備考_..1.,.ニ_の届出書は、ポリ塩化ビ,フ.工〒ιレ廃棄物_の保.管、ヌはポリ塩化ビフェニル使用.製品の所有に係_る事業揚ごとに作成上、.毎午度6月30日までに提出する.牛七。'
.2.届出者や事業場に関する情報に変更があった場合にはイ._速やかに都道府県知事に連絡すること。 1

3..「保管事業場め洛称」及び'〔葆管事築珊め所在地」の欄、にぼ二飛リ垣化ビプエニル廃棄物ゐ保管の場所に係る事業場を記入ずるごどrまだ、「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には;ボリ塩化ビフ土ニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

^

」'^

1、_4..、,.「番号」_の欄には、」ごそれぞれ先頭に〔前年度.の元号数」」.,を加えた整理番号(平成2_8年度の保管状況を届け出る揚合の伊」':.、2.87:001)_を付す二と,。._なお、,前回ま.'
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについてば、引き続きその番号を記入すること。

.■■.: .

5,;,「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入するヒと。

,・・6.、・・「廃棄物の型式等」'及び,'「製品の型式等」ーの欄には・や変・圧器・(・トラこース・)等の銘板に記載されでし・、る、・「定格容量」・、・・・・「製造者名」、.「型式」、「製造年月」,及び.[表示記号

等」を記入する,こと。,.なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って,、その名称を具体的に記入する'こと(仰上不燃性油)。
^'^

フ.「処分予定年月〕'の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分じ、又は他人に委託することを予定している年月を記入するこ乞。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入・しなくて構わない゛・・・ ^

8.「量」の欄のうち、_「台数又は容器_の数」の欄には、ポリ塩化、ビフ.エニノヒを使用する、電気機器につ.いては台数、(個数).を、_その他のものにOV.、ては保管している容器の
、

1 (缶数等)をΥそれぞれ単位と.どもに記入する二と,。ただし〒電気機器であって:も、小型のものを容器にまとめて保管.している場合であって台数イ個数)を把握する

ことができないときは、1保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。
.'、" 9."、'1量1の栂の・うちΥ「総重量」の欄にはfポリ塩化ビフ士ニノレを使用する電気機器にっいではゞ 1台当た・りの重量に台数・,(個数>を掛けた重量を記載tるこ・と。・その他
^

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。'

1 10.「濃度区分」の欄にはゞ「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビプエニル廃棄物又は高濃
度飛リ塩化Eプエ'三ル使用製品め略称じ'、「低濃度」'巴は嵩濃度示リ塩化ビケ三ニノν廃棄物以外めポリ塩化Eプ士三ル廃棄物戈ば高濃度ポ'リ塩化Eケ"ニル使用製品以外、、'
のボリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11.「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があ0た場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニノレ廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12.「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入するとと
(伊上「ドラム缶」、「なし」 0

13.「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入tる
こと。

14.「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15.「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

該当なし

難"1 獣■^■1 ^■■^^■^耳^^^■..■〒^
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^^
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等

,■
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、
,
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16.「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17.「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(伊上「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、印CB濃度△叫/k創、
「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18.「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19.「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20.「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21.「処分後の廃棄物の種類及ぴ処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22.「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ボリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23.「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニノレ使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフ=ニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入tること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては25

記載しなくて構わない。

26.この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分にりいての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理禦の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28,都道府県知事が定める部数を提出すること。

(第5面)



令和 5 年 6 月 27 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

０７６－２２０－１０００

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

香林坊アトリオ

管理者 金沢都市開発株式会社

（第１面）

保管の場所

代表取締役社長　新宅 邦雄

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

石川県金沢市香林坊１丁目１番１号住　所

氏　名

電話番号

香林坊アトリオ管理組合

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

金沢市香林坊１丁目１番１号

事業場の保管地と同じ

０７６－２２０－１０００

容器の
性状

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

廃棄物の種類

金沢都市開発株式会社
 施設管理部 施設課長　定免 拓也

処理業者との
調整状況

濃度
区分定格

容量



（日本産業規格　Ａ列４番）



30-003 KVA 台 kg 低濃度

30-004 KVA 台 kg 低濃度

30-005 KVA 台 kg 低濃度

30-006 KVA 台 kg 低濃度

30-007 KVA 台 kg 低濃度

30-008 KVA 台 kg 低濃度

30-009 KVA 台 kg 低濃度

30-010 KVA 台 kg 低濃度

30-011 KVA 台 kg 低濃度

30-012 KVA 台 kg 低濃度

30-013 KVA 台 kg 低濃度

02-001 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

02-002 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

R5.1.25

R5.1.25

R5.1.25

R5.1.25

R5.1.25

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

1

1

1

1

1

2,070.0

1,330.0

1,330.0

105.0

240.0

1985

1985

1985

1985.11

1985.10

その他

その他

その他

その他

その他

単相
500

三相
500

三相
500

三相
750

変圧器（トランス）

変圧器（トランス）
三相
500

リアクトル

コンデンサー
（3kg以上）

変圧器（トランス）

変圧器（トランス）

三菱電機㈱

機器更新に伴う
処分までの保管

R5.1.251,130.01その他1985
SF-T形
製番

ED1259001
三菱電機㈱

その他 1 1,250.0 R5.1.25
機器更新に伴う
処分までの保管

R5.1.25
機器更新に伴う
処分までの保管

単相
500

変圧器（トランス）
SF-T形
製番

ED1259004
1985 その他 1 1,130.0 R5.1.25

機器更新に伴う
処分までの保管

三菱電機㈱
SF-T型
製番

ED1259005
変圧器（トランス）

変圧器（トランス）
単相
200

三菱電機㈱
SF-T形
製番

H180034K
1985 その他 1 500.0 R5.1.25

機器更新に伴う
処分までの保管

変圧器（トランス）
単相
200

三菱電機㈱
SF-T形
製番

H180033K

機器更新に伴う
処分までの保管

1985 その他 1 500.0 R5.1.25

1985

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

1 1,130.0 R5.1.25
機器更新に伴う
処分までの保管

変圧器（トランス）
三相
400

三菱電機㈱
RA-T形
製番

ED1738001

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

三相
750

三菱電機㈱
RA-T形
製番

ED1268001

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日

R5.1.25

定格
容量

廃棄物の種類

量

1 2,070.0変圧器（トランス）

1985 その他

1985 その他 1 1,130.0

三菱電機㈱
RA-T形
製番

ED1264001
1985

単相
500

変圧器（トランス）

RA-T形
製番

ED1268002

RA-T形
製番

ED1266002

RA-T形
製番

ED1266001

KL-6形
SM00145

KR形
1052

三菱電機㈱

三菱電機㈱

その他
機器更新に伴う
処分までの保管

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三相
18

三相
300



02-003 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

02-004 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

02-005 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

02-006 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

02-007 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

02-008 KVA 台 kg
PCB廃棄物に
該当しない
ことが判明

型式 製造年月

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

別添分析結果報
告書のとおり、
0.5mg/kg以下の
0.15mg/kg未満
であった

R5.1.25

R5.1.25

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

機器更新に伴う
処分までの保管

R5.1.25

R5.1.25

R5.1.25

R5.1.25

1

1

105.0

240.0

105.0

240.0

105.0

240.0

1

1

1

1

1985.10

1985.10

1985.11

三菱電機㈱

三菱電機㈱

1985.10

その他

その他

その他

その他

その他

その他

1985.11

1985.10

三相
300

三相
18

三相
300

三相
18

コンデンサー
（3kg以上）

リアクトル

コンデンサー
（3kg以上）

リアクトル

コンデンサー
（3kg以上）

リアクトル

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

表示記号
等

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類
保管終了
年月日

参考事項

量

三菱電機㈱

三菱電機㈱

KL-6形
SM00144

KR形
1053

KL-6形
SM10154

KR形
1054

KL-6形
SM00146

KR形
1050

三菱電機㈱

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

三相
18

三相
300

三菱電機㈱



型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

30-003 変圧器（トランス） KVA
SF-T形
製番

ED1259001
1985 1 台 1,130.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-004 変圧器（トランス） KVA
SF-T形
製番

ED1259004
1985 1 台 1,130.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-005 変圧器（トランス） KVA
SF-T型
製番

ED1259005
1985 1 台 1,130.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-006 変圧器（トランス） KVA
RA-T形
製番

ED1264001
1985 1 台 1,250.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-007 変圧器（トランス） KVA
RA-T形
製番

ED1738001
1985 1 台 1,130.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-008 変圧器（トランス） KVA
SF-T形
製番

H180033K
1985 1 台 500.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-009 変圧器（トランス） KVA
SF-T形
製番

H180034K
1985 1 台 500.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-010 変圧器（トランス） KVA
RA-T形
製番

ED1268001
1985 1 台 2,070.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-011 変圧器（トランス） KVA
RA-T形
製番

ED1268002
1985 1 台 2,070.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-012 変圧器（トランス） KVA
RA-T形
製番

ED1266002
1985 1 台 1,330.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

30-013 変圧器（トランス） KVA
RA-T形
製番

ED1266001
1985 1 台 1,330.0 kg 低濃度 R5.1.23 群桐エコロ(株)

R5.3.14

R5.3.14

R5.2.25

R5.3.14

R5.3.14

R5.3.14

R5.3.14

R5.3.14

単相
200

単相
200

三相
750

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三菱電機㈱

三菱電機㈱

単相
500

単相
500

単相
500

三相
500

三相
400

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

定格
容量

処分
年月日

量
濃度
区分

処分を委託した場合

R5.3.14

三相
500

三菱電機㈱ R5.3.14その他

三相
500

三菱電機㈱ その他

三相
750

R5.2.25その他

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

三菱電機㈱

番号 廃棄物の種類 参考事項処分後の廃棄物の
種類及び処分先



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）























様式第一号（－） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (保管事業者及び所有事業者用）

令和5 年 月 日
金沢市長 殿

届出者
住所石川県金沢市西念4丁目23番5号

氏名国土交通省北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長 桑島正樹

電話番号076－264－8800

ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措鯉法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

１
１
１
１

保管事業場の名称 国土交通省北陸地方整偏局金沢河ﾉl l国道事務所

保管事菜場の所在地 石川県金沢市西念4丁目23番5号

’ I 電話番号’亀話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 防災媒鍛冶裕幸 076－264－8800

保管の場所 石川県金沢市今町地内（国道159号今町高架橋桁下）

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ピブェニル廃棄物
~

廃棄物の型式等 保箭の状況盆

処分予

定

年月 蕊鶏駕鷲鱸増‘
濃度

区分
分別・
混在の
別

総重且
（1台当たり

且量×台数）

容器の

性状

唾守鉦伸

有い

囲の

台数又
は

容器の

数

処理業者との

鯛整状況
掘れ等

の

おそれ

番号 廃棄物の種類 参考事項定格
容肚

褒示配号
等

製造者名 型式 製造年月

■■■■■■■■■■■■■■■

囲い
有、掲
示有

その他

(塗装くず）
E表参照
750M486421

癖
度

ドラム

缶
R4－OO1 5 缶 分別 鞍し249 k9

ー
~ ー ＝ 一

－

’

l l l l
－

~

■
。

－ －

■■■■■■

■ l l
｜ －

l l ■■■
(日本産業規格A列副審丁



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

番号 廃棄物の種類 総亜量
（1台当たり
重赴×台敷）

参考事項定格
容鹸 製造者名 型式 製造年月 ｜表誓号

台数又は
容器の数

他の事業場から移動

（石川県加賀市松山
町地先、渦の国揺）

その他
(塗装くず）

処分に回せな
かったもの

R4-OO】 5 缶1 249 kg 低湛歴 R5．3．22
－ ■ 一

缶 k9

③前年度中に他の率業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったボリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地|…|率|製苧’

製造年
月

醐避考名 型式

総飯量
（1台当た

り

重量×台

番号 廃棄物の種類 参考事項定格
容賦

表示記号
等

台数又は
容器の数

｜
1

1対象なし。

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

濃度
区分

総堕錐
（1台当た

り
蔬盈×台

番号 廃棄物の弧類 参考事項定格
容舐

似造年
月

処分
年月、

表示記号
等

処分受舵者の
名称

処分
年月円

台数又は
容器の数

処分後の塊粟物の
種類及び処分先

処分委舵
年月日

卿輩考躬 型式

その他
塗装くず

畷
度

エコシステム山R5.3.2
陽㈱

B表参照
75004486196

30－001 5 521 kg R4．12．20
~ ~~

その他
塗装くず

罐
度

Ｉ エコシステム山R5.3.2
隈㈱

E表参照
7知“86185

30－001 23 2，398 kg R4．12．20
一 ﾛ 一

その他
塗装くず

蝿
度

エコシステム山R5.3.2
陽㈱

F妾参照
誌伽4486163

30-001 26 2，711 kg R4．12．20
~

23 2，398 kg
その他
塗装くず

峰
度

エコシステム山R5.3.2
陽㈱

匠表参照
75“判8G174

30－001 R4．12．20

その他
塗装くず

畷
度 II"0 1=ｼｽﾃﾑ山R…陽㈱

E表参風
75““86】30

30－001 27 2，815 kg
ー ■ 一

~

その他
塗装くず

峰
度

エコシステム山R5.3.8
陽㈱

E妻参照
7鋤掴86141

30－001 22 2，294 kg R4．12．20

その他
塗装くず

峰
度 R4｣2201ｴｺｼｽﾃﾑ山R5~3．1，陽㈱

E表参照
21語5722152

30-001 24 2，503 kg
~

一 一



(第3面）

2．ボリ塩化ビフェニル使用製品について

｜

’

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使
責任者の！

所在の場所

①前年度の3月31日に

対象なし。
濃度
区分

｜
，
ｒ
壷
〃
小

番号 製品の種 参考事項

②前年度中に新たに所 7を除く。以下同じ。 ）

所有開始
理由

ﾉﾂ『信閉互荷

年月日

iﾂ『信I調ﾇ首

場所
番号 製品の種類 総蔽最

（1台当たり
函量×台数）

参考事項定格
容髄

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名 型式 哩造年月

l l l l l



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 愚
移動先の所在の場所並びに率業

者
又は事業場の名称及び所在地

所有終了
理由

所有終了
年月日

製品の種類番号 総亜且
《1台当たり
瞳簸×台数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名｜ 型式製造年月

’対象なし。
1 1

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ピフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知郡に連絡すること。
3． 『保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地jの棚には、ポリ塩化ピブェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称』及び

『所在率業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「稀号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当骸事業場における稀号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
5． 『廃棄物の秘類」及び「製品の種類jの欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6 「廃棄物の型式等』及び『製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記戦されている「定格容量』 ‘ 「製造者名｣、 「型式』、 「製造年月」及び「表示紀号
等」を記入すること。なお、 『表示記号等』については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の欄には、商濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委既することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。
8 『且」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ピフェニルを使用する芯気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、芯気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9 『盆』の欄のうち、 「総亜風」の欄には、ポリ塩化ピフェニルを使用する砥気機器については、 1台当たりの重盆に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの並盆を記戦すること。

10~ 「濃度区分」の欄には、 『高濃度』 、 「低濃度j又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ピフェニル使用製品の略称、 「低濃度』とは商濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピプェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。
1 1． 「保管の状況』として、新たにポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保符の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃乗物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
12． 「保管の状況」の欄のうち、 『容器の性状』の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例； 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。
13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃莱物を保管している塘所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別jの欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「湖れ等のおそれ」の柵には、保椿中のボリ塩化ピフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



(第5面）

16． 「処分業者との閥整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ピフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ボリ塩化ピフェニル廃棄物については記戦しなくて構わない。

17~ 『参考事頃」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 『屋内で保管」 、 『絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kgj 、
「今後分栃予定j ) 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 『保管開始理由」及び『所有開始理由jの欄には、 『他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び『承継jのいずれかを記入すること。
19． 『保管終了理由』及び「所有終了理由jの欄には、 『他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 『処分年月日』の欄には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 『処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22~ 『①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ピフヱニル使用
製品以外のポリ塩化ピフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。
23． 『高濃度ポリ塩化ピフエニル使用愈気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）鋪2条第1項第18号に規定する芯気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出番において、 『廃棄jとは、ボリ塩化ピフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25~ 「廃棄予定年月」の欄には、商濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃庇ボリ塩化ビフニニル使用製品については
記戦しなくて柵わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物祷理栗の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、芯子怖報処理組織を使用するた

めこれらの瞥類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記戦される聯項に相当する郡項を記録した温磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること‘ただし． 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃乗物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき瞥頬を添付することができないときは、その産業廃楽物符理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都遊府県知郡が必要と紹める書類を添付すること。
28，都道府肌知鞭が定める部数を提出すること。



産業廃棄物管理票（事業系マニフェスト) E票 (直行用） ー／
r
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年 月 日
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一 一 一

口 7422指定下水汚泥

7423鉱さい(有害、

1000動植物性残さ

E'1”ゴムくず ’「

管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付悉号く登録番号）
ロ帳簿記載のとおり

一当欄記載のとおり

名称／所在地／電話番号

一委託契約書記載のとおり

L当欄記載のとおり
’氏名又は名称

可

名称

所在地〒

運
搬
受
託
者

~

莚
分
事
業
遥

運
撤
先
の
事
業
場

－ﾛ

住所〒 電話番号 電話番号

’

｜
峅

称

在

名

所
１
１

又
は
保
管

積

替

え

氏名又は名称

住所〒

処
分
受
託
者

魚
リ
ー

『

~

一

電話番号 電話番号

トー

運搬の受駝運搬の受託 ’ ｡，｡'細雛蠅|数遥緬び"）
(受領棚(受庇者の氏名又は名称）

(運搬担当者の氏名）

運 搬

瞥了朔日

~~

' 5~塾16。 F

h

受軸!亜) |灘
(受託者の氏名又は名称）

<処分担当者の氏名)エコシステム山陽㈱代を、箇役山田耕司
最終処分

終了年月日
処分の受託

S巽鯛日
(委託契約書記載の場所にあつくは蝿約書記載の番号）名称／所在地／電話番号

愚終処分を ’
1

公益財団法人岡山県環境保全諜団水島処分場行った増所

住所員岡山県倉敷市水島川崎通1 18
発行元;㈱ﾌﾗｽﾜﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ篭話番号：086‐4400666

■

←←一一一三一一○ 一

牛
償
如
遥

照

合
確
認

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票（事業系マニフェスト) E票

|交旛号圃50. 13617陣|塞醤骨｜ ｜縦看|氏≦50943617庫’
氏名

交付番号

(直行用）~ －一二一F

刻牌月日
一

剰拝月日
年 月 日

氏名又は名称

住所〒

名称
（
排
出
者
）

事

業

者

（
排
出

（
排
出
事
業
増
）

事

業

場

電話番号 所在地 〒 日i話番号

4－』種類(普通の産業廃棄物）

□0100燃えがら □'200金属くず

口種類〈時別管理産業廃棄物） 数量(及び単位）数量(及び単位） 荷姿

~
．7000引火性廃油

7010引火性馬由有害’

7424燃えがら(有害
Ⅱ■■■■■■■－

r7425廃油(有害）産

業

廃

棄

物

。0200汚泥 ロ13"2'M･"<f 7010引火性廃油有害1r7425廃油(有害）
□03”廃油 □1400鉱さい ．7100強酸 □7426汚泥(有害）
nO4㈹廃酸 □15"がれき類 7110強酸(有害) 17427廃酸(有害〉
E'0500廃アルカリ nl6"家畜のふん尿 I=7200強アルカリ 弓7428馬ｱﾙｶﾉ晴§

[0600廃ﾌﾗｽﾁｯｸ類□1700家畜の死体に7210強ｱﾙｶﾘ侑害) 7429はいじん(篭
□0700紙くず □1800ぱいじん L7300感染性廃棄物-7430 13号廃妻物(有曽

D0800木くず □1900 13号廃棄物日7410PCB|等 !7440廃水銀等
一ロ

E0900繊雑くず ロ4000蠅緬獅鋤’ 17421廃石綿等 ’ 1
口1000動植物性残さ 口 ID7422指定下水汚泥| ,
’ 1100ゴムくず □ U7423鉱さい(有害）□

□'5“がれき類
nl6"家畜のふん尿

7110強酸(有害）

I 7200強アルカリ

ー

’7427廃酸(有害〉

==T7428廃アルカノ晴害－17428

7429

7430

屑アルカノ晴害

はいじん(有害

13号j鐸物(有害に180Oぱいじん
F'900 13号廃棄物 7440廃水銀等

1 一マーーーロ．4000恥緬獅鋤

口

'二0900

口'000
1100

繊純くず

動植物性残さ

ゴムくず

産業廃棄物の名称

有害物質等有害物質等））
一

’

）

処分方法ト
中
間
処
理
業
者
／
最
終
処
分
業
者
↓
排
禺
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者
一

ｉ

Ｉ

く

一

ｰ

”

”凸■

備考・通信欄

｜水銀使用製品産業廃棄物
水銀含有ぱいじん等

石綿含有産業廃棄物

特定産業廃棄物

■

■

『

１

１

『

く

ゞ

管理票交付者拠分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号【登録番号ナ
ヒ帳簿記載のとおり
一口当欄記載のと溝vノ

名称／所在地／電話番号
□委託契約書記載のとおり
口当欄記載のとおり

氏名又は名称

一一一 昭
住所〒 電話番号童ロー＝･画一＝ー

氏名又は名称 名称運
搬
受
託
者

（
処
分
事
集
逼

蓮
搬
先
の
事
業
増’

所在地〒 電話番号

氏名又は名称

y 4

件所〒 ．､；

名称

~~処
分
受
託
者

又

は

保

管

讃

替

え

勺
Ｍ
略
８
７
８

》〆

’
電話番号 所在地〒 電鰭番号

一

卜'－－－－－

運搬の受託運搬の受

I q 皆

口
!(受領欄）

禰鯲組
年月 日

数量(及び単位）(受託者の氏名又は名称）

(運搬担当者の氏名）

運撒

鯨朝日

("纏譽書の氏名, ｴｺｼｽﾃﾑ山柵､…Ⅲ割;等繍糎
(受託者の氏名又は名称） 処 分

鰯年月日

最終処分

終了年月日5．墓.亀8日 5,3蕊0塁日
処分の受託

名称／所在地／電冒 書記載の番号）

最餐鋤を
行った増所つた増所

住所呂岡山県倉敷市水島川崎通1－18
垂垂莚垂且 ・八o侭一〃』 ハーハRRR

発行元：㈱プラスワン可雪司一ケ

’
◆

０

９

０

■

Ｕ

甲
－－－－－ 一一一一

ｰ

照
合
確
藝
~

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票（事業系マニフェスト) E票 (直行用）
。

|交罐号’交付番号7500 .86上61ず
者当燕

ロ
■
■
■
■

一

丁

地

称

在

名

所

》

蝿

識

業

蠅

’
交付担当者

名称 （
排
出
事
業
増
）

事

業

場

氏名
刻鉾月日

年 月 日

氏名又は名称

住所〒

（
排
出
者
）

事

業

者

､ 電話番号 電話番号

ロ種類〈普通の産業廃棄物）

0100燃えがら ．12"金屡くず
．種類(特別管理産業廃棄物）

C70"引火性廃油-7424倣えがら有害1

LJ7010引火僧職b(" 17425廃油(有害）
C7100強酸 7426汚泥(有害）

L7110強酸(有寓) 7427廃酸(有害）

□7200強アルカリ 1 7428廃ｱﾙｶﾘ(有害）

ロ7210強ｱﾙｶﾘ(有害〉 7429はいじん$語｝

17300慰染性廃剰カロ7430 13号廃棄物I有害）
[37410PCB等 | 17440廃水銀等

言鶚鰡鬘龍|L -E
7423鉱さい(有害) I

一

□7430 13号廃棄物I有害）
－

L17440廃水銀等

数量〈及び単位， 荷姿

産

業

廃

棄

物

リカル

泥

油

酸

一

ア

汚

廃

廃

廃

却
却
伽
珈

０

０

０

０

戸
．
｜
口

島内ゞ#'"<f
鉱さい

がれき類

家畜のふん尿

家畜の死体
ぱいじん

13号廃棄物

□'3伽

□'400

に'500

口16”

□1700
口18”
口'9”

一

産業廃棄物の名称

有害物質等 処分方法
１
１
１
と
円
】

中
間
処
理
業
者
／
最
終
処
分
業
者
↓
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者

６
１
日
ｂ
ｊ
４
ｂ

■
１
４
、
与
ら
●
■
、
◆

l 10600膳ﾌﾗｽﾁｯｸ類

ず
ず

く

く

紙
木

側

叩

７

８

０

０

口
□ 備考・通信欄

｜ 水銀使用製品産業廃棄物

ロ水銀含有ぱいじん等

石綿含有産業廃棄物

．特定産業廃棄物

□0900繊維くず
ulooo動植物憎銭さ

l l11"ゴム〈ず

□4000勤擁酬不鋤

ロ

ロ
言

剣

」

管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号鱈録番号）
口帳簿記載のとおり

口当欄記載のどおり
名称／所在地／電話番号

一委託契約書記載のとおり
［ 当欄記載のとおり

氏名又は名称 ｡ i

住所〒 電話番号
一

丁

地

称

在

名
』
妹
旧
ト
ー

（
処
分
亭
集
堰
〉

蓮
掘
先
の
事
巣
鋼

所在地〒

運
搬
受
託
者

聴話番号聴話番号

一一m←▲二

匡匡ワ
氏名又は名称

鳥又は
保
管

積

替

え

所在地〒

処
分
受
記
者

守

Ｉ
“
Ｒ
ｎ

住所 一
一
一
一

電話番号〒 電醗番号電醗番号

可

。
－

(受託者の氏名又は名称）

(運搬担当者の氏名）

|'受領欄） 数堰(及び単位）運 撤

斯朝日
運棚の受既 W齢撚ロ

年 月 日

聯脅雪|雛迩簔耀I
処分

盤7朝8 52．28日
最終処分

終了年月日
エコシステム山陽㈱代側瑚A6樋山田分の受託

5,3年0種日ー

永議鱒
名称／所在地／電謡

照

合

確

ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

記載の番号）

最醤処分を
行った増所

臘翻｜
発行元：㈱プラス

住所：岡山県倉敷市水島川崎通1－18
一一一一一 一一一 一 一 一 一一一一

ロ ロ 、ハ血一か 且』ハ nか.かハ

認
｝

可

－ 一一一一

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票（事業系マニフエスト) E票 （劇諏l ~ 、 、
一F

交付年月日 |交付霧号圃交付番号 8底’ ’
｜

’
氏名

500 ;861 整理番号 交付担当者
年 月 日

氏名又は名称

住所〒

称

在

．

名

所

（
排
出
事
業
場
）

事

業

濁

所在

事奈

排

出
者
）

了

業

者

電話番号 地 鮒話番号〒

口種類(普通の産業廃棄物）

□0100燃えがら □1M金属くず

C0200汚泥 ．13"源冒『耐5W
□0300廃油 □1400鉱さい

n0400廃酸 E1500がれき類
□0500廃アルカリ nl600家畜のふん尿

業廃棄物）

獅蜘一一師一吋一岬

口種類(特別管理産業廃棄物〉

1200金属くず E7"O引火性廃油□7424燃えがらI阜籍）

面5-ﾘﾗ扇骨鋸<f IJ7010引火惚鋤侑書! 7425廃油(有害）

器熱類儒W謡《有翻
7426汚泥(有害）

7427廃酸〈有害）

1印0家畜のふん尿 ｜］72”強アルカリ 7428属ｱﾙｶﾘ有害）

'700家畜の死体一トロ72'0強ｱﾙｶﾘ侑害） ’ 74四はいじん'有害）
1800ぱいじん I 17300感染性廃棄物 1 7430 1鍔廃棄輸侑害）

190013号廃禁物p7410PCB等 「－7"0廃水銀等

‘"‘鋤緬獅鋤3鰯灘漏|ピー
『~17423鉱さい(有害） I

数量及び単位） 荷姿

産

業

廃

棄

物

産業廃棄物の名称

詞
間
処
理
業
者
／
最
終
処
分
業
者
↓
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者

有害物質等 処分方法~_』

|-鵲
晤悪
L旦一
'。~

廃ﾌﾗｽﾁｯｸ霞

紙くず

木くず

0600

口0700
[0800 備考・通信欄

一水銀使用製品産業廃棄物

F水銀含有ぱいじん等

石綿含有産業廃棄物

一特定産業廃棄物

□0900繊維くず

□1000動植物性残さ
11100ゴムくず

可
Ｊ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
、
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
可
１

－

中間処理

言

く

』､

管理票交付者〈処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号キ
コ帳藩記載のとおり

口当欄記載の七おり‐
産藁廃鋤

名称／所在地／電話番号

．｜委託契約書記載のとおり

口当欄記載のとおり
１
１

晨
〈
処
分
事
桑
蛎
｝

運

掘

先

の

事

難

準

（
処
分
事
桑
蛎
｝

逼
撤
先
の
亭
梨
増

氏名又は名称運
搬
受
託
者

住所〒 電話番号 地〒 電話番号

氏名又は名称

住所〒 ，(，

名称処
分
受
託
者

又

は

保

管

穣

替

え

苧

~
~
~
~

禰鵬灘司蕊剛
数量(及び

電話番号 所在地〒 電話番号

竃．

し
閏

{受領欄）
1

単位）(受庇者の氏名又は名称）

(運搬担当者の氏名） “､息望|補鋤織‘
運搬

断朔日
運搬の受

’

侵託者の氏名又は名称）

(処分担当者の氏名）

処 分

断報a

最終処分

終了年月日
エコシステム山陽㈱{t農躍旨投山処分の受託

5.皇.92日5星.塁8日
(委託契約書記就の場所にあってぽ萎託契約書記載の番号）名称／所在地／電話番号

ヨ

公益財団法人岡山県環境保全事業団水島処分場最磐鋤を

行った砺

住所：岡山県倉敷市水島川崎通1－18

発行元;㈱ﾌﾗｽﾜﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮｼ津詑香号､:086－440－0666

照
合
確
認

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票（事業系マニフェスト) E票

75JO4 96191S6|鐸審号| |燃鼈|氏名96191ざ 剰蝿書|氏名75J04

(直行用）
且

零 月 日’ ｜

’ ’交付年月日 交付番号

氏名又は名称

住所〒

名称（
排
出
事
業
増
）

事

業

場

事令

（排

出
者
）

事

業

者

電話番号 所在地〒 電話番号

口種類(普通の産業廃棄物）

-0100燃えがら 。1200金属くず E7OOO

LJomo汚泥 ロ1300"! f.蛎豊<f la7010
□0300廃油 □1400鉱さい E7'00

口0400廃酸 p1500がれき類 ［-.7110
口0500廃アルカリ L 1600家畜のふん尿L7200

□0600廃方ｽﾁｯｸ類E1700家畜の死体□7210
口0700紙くず [18"ぱいじん に7300

口OH"木くず 口190013号廃棄物日7410
□W繊維くず E4咽恥系固"不鋤 7421

n1噸動漣物性残さ ’ロ ．7422
□''㈹ゴムくず □ -~T[ｺｦ猛

－01伽

LJ0鋤0

~10300
一

LO400

0500
－

□0600
口0700

燃えがら

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃ﾌﾗｽﾁｯｸ蕪

紙くず E7300
－

R74'0

｢11噸動植物性残さ lp

p11㈹ゴムくず－．□

国種類(特別管理産業廃棄物）

引火性廃油□7424燃えがら(有害）

引火値癌油侑害） 7425廃油(有害）

強酸 7426汚泥(有害）

強酸〈有客） 7427廃酸(有害）

強アルカリ 7428廃アルカリ(禄

残ｱﾙｶIﾉi有害) 7429 I|まいvん有害）

7428廃アルカリ(有害

数量及び箪位） 荷姿

産

産業廃棄物の名称
業

廃

棄

物

一

〉

7429 I|まいじんi有謝

7430 13号廃棄靭噌害）

有害物質等 処分方法’ 中
間
処
理
業
者
／
最
終
処
分
業
者
－
々
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者

鼻

感染性廃棄物

PCB等 7“O廃水銀等 ， 備考・通信欄

水銀使用製品産業廃棄物

一水銀含有ぱいじん等

石綿含有産業廃棄物

特定産業廃棄物

’

し
－

廃石綿等

指定下水汚泥

鉱さい(有害）

管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の室位悉号4登録番号テ
ロ帳簿記載のとおり

旦当欄記載の廟と宕り

名称／所在地／電話番号

同委託契約書記載のとおり
．当欄記載のとおり

〆

の場所
－

（
馨
亭
＄
〉

迩
驚
の
亭
叢

！
氏名又は名称

一

住所〒

名称運
搬
受
駝
者

d

電話蕃号 所在地〒 電話番号

氏名又は名称

住所〒

名称

所在地〒

処
分
受
託
者

又

は

保

管

穣

替

え

記

0

－

電話番号 電話番号

ｉ
ｌ
』

トー

還撒の受託

b

|

受領欄’ 数量〈及び単位ノ(受託者の氏名又は名称）

(運搬担当者の氏名）

運 搬

符7年月日
有侭物制虚

年 月 日

i1 s"8｡ 最盤処分$､3．02終了年月日｜ 年月 日ｴｺｼｽﾃﾑ山隠㈱胸…剛圃耕《評‘血
(受託者の氏名又は名称）

(処分担当者の氏名）

処 分

農7年月8
側扮の受託

’ ’

|’名称/所在地/電鱈蕎訟益財団澱
住所：岡山！県

己軸の番号）

最襲鋤を
行った唱所

倉敷市水島川崎通1－18~
具~ ･ハー0座－44ハ ハハハハ

‐ｰ函再g＝ ‐裂 一v写U まきV UUUU
発行元：㈱プラスワンコミュニケーションズ

可

－

照
合
確
認 ″

年 月 日

年 月 日

年 月 日



産業廃棄物管理票（事業系マニフェスト) E票 (直行用）

|交 『 礎’
１

１

氏名

500斗18642交付年月日 付番号 整理番号 刻寸担当者
年 月 日

氏名又は名称

一

Ｔ

地

称

在

名

所

（
排
出
事
業
墨

亭

業

増

所在地〒

（
排
出
者
）

事

業

者

住所〒 電話番号 電話番号電話番号

F種類(普通の産業廃棄物）

口0100燃えがら □12“金属くず

n0200汚泥 □13003ﾝ;4_;･骨鴎<f
門03m廃油 TE~m鉱さい
n04"廃酸 1n1500がれき類

ご種類(特別管理産業廃棄物）
引火性廃油 1 7424燃えが4

引火性廃油(諦' ’ 7425廃油(：

謡毒, ~胴:索蚕I
強酸

燃えがら

汚泥(有7426

742ノ

数量(及び単位〉 荷姿
－

|ロブ”
in70'0

可7100

｢戸ﾃ雨

有宮’

廃油(有害〉

汚泥(有害）

廃酸有害）

害）

産

業

廃

棄

物

産業廃棄物の名称
一

廃酸有害）

産業廃棄物の名称

Q ’
一
中
間
処
理
業
者
／
最
終
処
分
業
者
↓
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者

’ 0500廃アルカリ LI'6OO家畜のふん尿

L_o6"廃ﾌﾗｽﾁｯｸ顎IL1700家畜の死体

蜘

廃ﾌﾗｽﾁｯｸ顎

「7200強アルカリ

L7210儲アルカリ噌害）

鷹アルカリi有害有害物質等

廓而(有害’
13号廃異物(有害）13号廃蕊物(有害〉

咽
一
蝿
一
吋０

処分方法

卿
蜘

一
Ｅ
」

一Ｌ

紙くず

木くず

伽

的

８

９

１

１

Ｆ
一
に

□7300感染性廃棄物

□7410PCB等 ０
－

叩

３

４

４

４

７

７

「
．

ぱいじん

13号廃棄物 廃水銀等 備考・通信欄

1仁水銀使用製品産業廃棄物
一水銀含有ぱいじん等

｜､鱸麓蕊”
1

１１

i 0WO繊維くず

1000動植物性残さ

｛ 40”勤物系固瀞不要物

些~
1 7421廃石綿等

鰐驚『倍

一

２

３
｜
亜

Ｚ４Ｊ
一

1100コムくず

’
一

》

罎

難

所
》

噸

槻
癖

管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号）

根簿記載のとおり

．当欄記馳のとおり
名称／所存地／電話番号

可委託契約書記載のとおり

］当捌記載のとおり
』

可

氏名又は名称

住所〒

名称

蒜

運
搬
受
託
者

莚
分
事
集
増
）

遜
娠
先
の
事
業
喝

－

電話番号 亀話番号

氏名又は名称

住所〒

名称

所在地〒

処
分
受
託
者

又

は

保

管

積

替

え

つ ~

電話番号 電話番号

卜

I
(受領掴） 数量(及び単位’i受庇者の氏名又は名称）

(運雛担当者の氏名）
彊搬の受託 有鍬捨加

受領欄） 処分

侭7朝日

最終処分

年月 日 終了年月日 年 月 日
(委託契約書記軟の場所にあっては委託契約書記載の番号名称／所在地／電酷番号

最甚処分を

行った増所

発行元：㈱ブラスワンコミュニケーションズ
■

照
合
確
認

年 月 日

年 月 日

年 月 日



写真

保管の場所

保管開始年月日

保管数量

石川県金沢市今町地内（国道159号今町高架橋桁下）

R5.3.31

5缶

今町高架橋桁下

1
．

＄

~
91 ＝

| I

■一
旦I尋

懸糸鰯瀧護
~ユ

（1）保管状況

作業前

（2）作業状況

笛I

I

訓

謹

墓

｝
察

還

ヴ

ー

も
む

．

槌

．

●

ひ

、

~

雲

１

８

山一 齢
【

（4）保管状況

作業後

（3）作業状況



【補足説明】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
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I保管の場所（国道159号今町高架橋桁下） ｌ
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石川県金沢市今町地内

（従前から保管）

マニフェストE表処分日 3/2，3/6，3/8， 3/10

150缶 缶
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父
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父
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前年度中に処分

.....I

~I

’

石川県加賀市松山町地内

(一般国道8号湯の国橋にて発生）

マニフェストE表搬入日 3/22

5缶 交付番号75004486421 ； 5缶
砂

●

前年度に現場発生

現場から今町に保管

R5.3.31
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｢r lF

(第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

様式第一号（一）

令和5年6月 23 日
金沢市長 殿

届出者
住所金沢市大浦町ヲ47番地1
氏名有限会社湖南合繊代表取締役
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076－238－2198

河合孝保

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

l
l

l

有限会社湖南合繊保管事業場の名称

保管事業場の所在地 金沢市大浦町ヲ47番地 1

’ ｜ 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 代表取締役河合孝保 076－238－2198

湖南合繊工場内保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
総重量
（1台当たり

砿侭x台散）

廃棄物の種類番号 定格

容里

台数又は

容器の数

参考事項容器の

性状

等
無

い
有

囲
の

分別・

混在の別

漏れ等の

おそれ
製造者名 製造年月型式 表示記号等

’
東京芝

浦
変圧器 微量表示 未定 低濃度 有鉄函 分別 無 未定50kVA PTR=K2 19741 1

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始
理由

総重量
(1台当たり萌

壁x台数）

廃棄物の種類番号 参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
廃棄物の種類番号 参考事項総重量

（1台当たり

砿過x台数）

定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度

区分
総重量
（1台当たり

砿量x台数）

番号 廃棄物の種類 定格

容量

参考事項台数又は

容器の数
処分後の廃棄物の

種類及び処分先

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

製造者名 型式 製造年月 表示記号等

該当なし



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

有限会社湖南合繊

金沢市大浦町ヲ47番地1

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
代表取締役河合孝保 076－238－2198

湖南合繊工場内所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度

区分
総重量
(1台当たり電

批x台数）

製品の種類番号 定格

容量

廃棄予定

年月

参考事項処分業者との

調整状況

台数又は

個数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

北陸電機

製造
未定未定変圧器 4肝

』、、、 微量表示75kVA 低濃度1974 使用中3 380

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり砿

趾x台数）

製品の種類番号 定格

容量

参考事項台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

該当なし

~



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
製品の種類番号 総重量

(1台当たり砿

世x台数）

参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

該当なし

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ピフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量jの欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
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（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄jとは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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